
加盟団体組織整備補助金交付要項 
 

１ 目的 

定款第４条第１項第２号に基づき、加盟団体の活動及び組織の発展を支援する。 

 

２ 補助対象 

    全ての加盟団体 

 

３ 補助対象経費 

    対象経費一覧表通りとする。 

 

４ 事務手続き 

 
 
 本会から加盟団体へ補助金額等を内示する。 
 

        ￬ 
  

 加盟団体は、本会へ補助金交付申請書を提出する。 
 

        ￬ 
 

 本会から加盟団体に交付決定を通知する。 

同時に、本会から加盟団体の口座に補助金を振り込む。 
 
        ￬ 
  

  
 

        ￬ 
 

 加盟団体は、事業終了後３０日以内（但し、翌年度の４月１０日ま 

で）に本会へ報告する。 
 
        ￬ 
  

 本会から加盟団体へ額の確定通知を行う。 
 

 

５  補助金は、別に定める「補助金等の執行に関する取扱」に基づき適正に執行しなければなら

ない。 

 

６  この要項は、平成２９年４月１日から施行する。 
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